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２月17日㈪～３月16日㈪
受付時間／９時～17時

令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
が
２
月
17
日
㈪
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

必
要
な
準
備
を
事
前
に
し
っ
か
り
し
て
、
期
限
内
に
必
ず
申
告

す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

確
定
申
告
と
は
、
前
年
の
１
年
間
に
生

じ
た
全
て
の
収
入
か
ら
経
費
を
差
し
引

い
た
所
得
の
金
額
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
所

得
税
の
額
を
計
算
し
、
そ
の
年
に
納
め
な

け
れ
ば
い
け
な
い
所
得
税
の
過
不
足
を

清
算
す
る
手
続
き
で
す
。勤
務
先
で
年
末

調
整
を
さ
れ
て
す
で
に
所
得
税
を
清
算

し
て
い
る
方
な
ど
、
一
部
の
方
を
除
い
た

皆
さ
ん
は
必
ず
確
定
申
告
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

※ 事業・譲渡所得のある方（卸小売業やサービス業などの事業者や、
土地・建物・株式などの売却がある方）は16時までとなります。

　

医
療
費
控
除
の
対
象
額
は
、
所
得
の

５
％
か
10
万
円
の
ど
ち
ら
か
少
な
い
方

を
超
え
た
部
分
と
な
り
ま
す
。

　

領
収
書
は
、
個
人
ご
と
か
つ
病
院
・
薬

局
ご
と
に
仕
分
け
、
小
計
と
合
計
を
計
算

し
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
医
療
保
険
者
が
発
行
す
る
も
の

で
必
要
事
項
（
被
保
険
者
な
ど
の
氏
名
、

療
養
を
受
け
た
年
月
、
療
養
を
受
け
た

者
、
療
養
を
受
け
た
医
療
機
関
な
ど
の
名

称
、
被
保
険
者
な
ど
が
支
払
っ
た
医
療
費

の
額
、
保
険
者
な
ど
の
名
称
）
の
記
載
が

あ
る
「
医
療
費
通
知
」
を
添
付
す
る
こ
と

で
領
収
書
の
仕
分
け
や
計
算
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（「
医
療
費
通
知
」

に
記
載
の
な
い
部
分
は
、
領
収
書
の
仕
分

け
や
計
算
が
必
要
で
す
）

 

収
入
の
確
認
で
き
る
書
類（
源
泉
徴
収

票
や
収
支
内
訳
書
な
ど
）

 

所
得
控
除
に
係
る
証
明
書
な
ど（
生
命

保
険
や
地
震
保
険
な
ど
の
控
除
証
明

書
な
ど
）


印
鑑

 

本
人
名
義
の
銀
行
な
ど
の
口
座
が
分

か
る
も
の（
通
帳
な
ど
）


マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
分
か
る
も
の

※ 
申
告
の
内
容
に
よ
り
、
必
要
書
類
な
ど

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
30
年
分
よ
り
、
配
偶
者
控
除
と
配

偶
者
特
別
控
除
の
取
り
扱
い
が
左
記
の

表
の
と
お
り
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

合
計
所
得
金
額
が
１
千
万
円
を
超
え

る
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
控
除
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な

る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円

超
、
１
２
３
万
円
以
下
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

例
年
ど
お
り
、
２
月
22
日
㈯
、
23
日
㈰

の
２
日
間
、
川
湯
消
防
会
館
で
確
定
申
告

を
受
け
付
け
ま
す
。川
湯
地
区
に
お
住
ま

い
の
方
や
、
土
・
日
曜
日
し
か
都
合
が
つ

か
な
い
と
い
う
方
は
、
こ
ち
ら
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼ 

受
付
日
時
／

２
月
22
日
㈯　

９
時

30
分
〜
正
午
、13
時
〜
16
時

 

２
月
23
日
㈰　

９
時
30
分
〜
正
午

※ 

23
日
は
午
前
の
み
の
受
け
付
け
と
な

り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　令和元年分の所得税、復興特別所得税の確定申告の相談と申告書の受け付けは、２月17日
㈪～３月16日㈪までとなります。確定申告書は、国税庁のホームページの「確定申告書等作成
コーナー」で作成し、ｅ－Ｔａｘ（電子申告）で送信したり、印刷して郵送などにより提出する
ことができます。
　「確定申告書等作成コーナー」は、画面の案内に従って金額などを入力すると、所得税や復興
特別所得税、消費税、地方消費税や贈与税の確定申告書が作成できます。給与所得や年金所得
のみの方専用の初めての方でも操作しやすい画面もありますので、ぜひご利用ください。（タ
ブレット端末でも利用できます）
【ｅ－Ｔａｘの利用手続きがより便利になります！】
　個人納税者の方のｅ－Ｔａｘ利用をより便利にするため、以下の２つの方式が利用できます。
　（１）マイナンバーカード方式
　　　 マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由、またはｅ－Ｔａｘホームページなどから利用を開始で

き、申告書などのデータが送信できます。
　（２）ＩＤ・パスワード方式
　　　 マイナンバーカードなどをお持ちでない方については、税務署で職員による本人確認を行った後に発行さ

れたＩＤとパスワードだけで、ｅ－Ｔａｘ（電子申告）で申告できます。ＩＤとパスワードの発行を希望さ
れる方は、本人確認書類（運転免許証など）をお持ちの上、所轄の税務署へお越しください。

　　　手続等の詳しい内容は、ｅ－Ｔａｘホームページ【http://www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。

❏問い合わせ先　釧路税務署　☎０１５４５０００

釧路税務署からのお知らせ

問い合わせ先／役場税務課課税係☎４８２‐２９１４（課直通）

38 万円以下
（103万円以下）

控除額
（老人
控除）

38 万円
（48万円）

26 万円
（32万円）

13 万円
（48万円）

0円
（0円）配

偶
者
の
合
計
所
得
金
額
（
見
積
額
）

（
給
与
収
入
だ
け
の
場
合
の
配
偶
者
の
給
与
な
ど
の
収
入
金
額
）

38 万円超
85万円以下
（103万円超
150万円以下）

控除額 38 万円 26 万円 13 万円 0円

85 万円超
123万円以下
（150万円超
201 万６千円
未満）

控除額
36 万円
～３万円

24 万円
～２万円

12 万円
～１万円

0円

配偶者控除および

配偶者特別控除の控除額
900 万円
以下

（1,120万円

以下）

900万円超
950 万円
以下

(1,120万円
超、

1,170 万円
以下）

950 万円超
1,000 万
以下

（1,170万円
超、

1,220 万円
以下）

1,000万円
超

（1,220万円
超）

給与所得者本人の合計所得金額（見積額）
（給与所得だけの場合の給与所得者本人の

給与等の収入金額）


